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館山特別養護老人ホーム 重要事項説明書 

 

１ 事業の目的と運営方針 

要介護状態にある方に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することに

より要介護状態の維持・改善を目的とし、個人ごとに目標を設定して計画的にサービ

スを提供します。 

また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めます。 

 

２ 施設の内容 

（１）提供できるサービスの地域 

    施 設 名   館山特別養護老人ホーム 

    指 定 番 号   １２７１００００６７ 

    所 在 地   千葉県館山市湊 373番地 

    代 表 者 名   理事長  近 藤  好 雄 

    電 話 番 号   ０４７０－２３－４８３１ 

    ＦＡＸ 番号     ０４７０－２２－７１０１ 

    

（２）職 員 体 制 

職   種 従事するサービス種類、業務 人   員 

施 設 長 業務の一元的な管理 1名（常勤・兼務） 

副施設長  施設長の補佐、業務管理  

医 師 健康管理及び療養上の指導 3名（非常勤） 

生活相談員 生活相談及び指導 2名（常勤）、1名（兼務） 

介護支援専門員 施設サービス計画作成 1名（常勤・兼務） 

介 護 職 員 生活相談及び指導 34名（常勤）、 4名（非常勤） 

看 護 師 

心身の健康管理、口腔衛生と

機能のチェック及び指導、保

健衛生管理 

3名（常勤）、1名(非常勤) 

 

機能訓練指導員 

（ 看 護 職 ） 

身体機能の向上・健康維持の

ための指導 
1名（常勤）  

管理栄養士 食事の献立作成、栄養計算、 

栄養指導等 

1名（常勤） 

栄 養 士 1名（常勤） 

事 務 員 事務、会計全般 3名（常勤） 

用 務 員 
施設整備・営繕、車両運転、 

洗濯等 
2名（常勤）  

   (注) 職員数は、変更となる場合があります。 
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（３）職種の勤務体制 

・介 護 職 員（常勤）  早番    6：00～15：00 

                遅番   9：15～18：45 

                  遅遅番  9：45～19：15 

                   夜勤   17：30～翌 9：30（内 休憩 5時間） 

・介護支援専門員（常勤）       9：00～18：00 

・生 活 相 談 員（常勤）   早番     8：30～17：30 

日勤     9：00～18：00 

・看 護 職 員（常勤）  早番     7：00～16：00 

                     日勤     9：15～18：15 

                      遅番     9：45～18：45 

・栄 養 士（常勤）          9：00～18：00 

・事 務 員（常勤）            8：30～17：30 

 

（４）設備の概要   定員：１００名 

・居室         ４人部屋：２２室、３人部屋：４室、２人部屋：９室  

ベッド・床頭台・枕元灯・ロッカー等を備品として備えます。 

・食堂       各階に設置 

入所者が使用できるテーブル、いす、箸や食器類などの備品類を備えます。 

・浴室       各階に設置 

一般浴槽の他に、要介助者のため特殊浴槽を設けます。 

・洗面所及び便所  各階に設置 

・機能訓練室    １室 

目的に応じた機能訓練器具等を備えます。 

・医務室      １室 

入所者の診療・治療のため、医療法に規定する施設内診療所を設け、必要な医薬 

品及び医療器具を備えます。 

・静養室      １室 

介護職員室に隣接して設けます。 

・面会室      各階に設置 

 

３ サービスの内容 

（１） 基本サービス 

  ① 施設サービス計画書の立案 

    入所者の日常生活全般の状況を踏まえて施設サービス計画書を作成します。 

その内容を入所者及びその家族に説明し同意を得ます。施設サービス計画書 

を作成した際は、当該計画を利用者に交付します。 
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② 食事の提供及び栄養管理   

食事時間   朝食 ８：００、昼食 １２：００、夕食 １８：００ 

    管理栄養士の栄養計画により、入所者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を 

    提供します。入所者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただ 

くことを原則としています。 

③ 介  助    

施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

食事、口腔、着替え、排泄、おむつ交換、体位変換 等の介助。 

シーツ交換、施設内移動の付添い、相談等の精神的ケア、日常生活上の世話。 

④ 入  浴    

入浴又は清拭を週２回行います。 

入所者の状態にあわせた特殊浴槽をご用意しております。 

⑤ 機能訓練    

機能訓練室にて入所者の状況に応じて機能訓練を実施します。 

⑥ 生活相談     

生活相談員による日常生活全般にわたる相談ができます。 

⑦ 健康管理     

年２回の健康診断を行います。日程については、基本的には 

利用者の誕生月及び、その６ヶ月後の予定です。検温、血圧測定等による 

日常的な健康管理、服薬管理の実施。また、毎週２回内科医師による回診、 

月２回心療内科医師による回診、月１回歯科医師による診察があります。 

⑧ その他自立への支援 

寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。清潔で快適な生活が送れる 

よう、適切な整容が行われるように援助を行います。 

 

（２） その他のサービス 

① 理美容 

月３回、理容サービスを実施しております。（料金は自己負担となります。）   

② レクリエーション 

    お誕生会、季節行事、ドライブ等を定期的に実施しております。 

    行事によっては別途参加費がかかるものがございます。 

    詳しくは、毎月の行事予定表、掲示板等をご覧ください。 

③ 行政手続き代行 

    行政手続きの代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出下 

さい。 

ただし、手続きに係わる経費はその都度お支払いいただききます。 

④ 日常生活上必要となる諸経費実費   

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用で契約書に負担い

ただく事が適当であるものにかかる費用の実費を負担いただきます。 
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４ 利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該介護老人福祉施設のサービス   

が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額と

して設定します。 

 

（１）基本料金 

変更期日 令和３年４月 1日から 

介護区分 1日あたりの利用料 １日あたりの自己負担 

要介護 1 ５，８９０円 ５８９円 

要介護 2 ６，５９０円 ６５９円 

要介護 3 ７，３２０円 ７３２円 

要介護 4 ８，０２０円 ８０２円 

要介護 5 ８，７１０円 ８７１円 

 

（２）加算料金等（利用者負担 1割の自己負担額） 

   全加算料金を記載しています。 

   請求対象となる加算料金については、別途「利用料金表」等でお知らせします。 

    

・日常生活継続支援加算 Ⅰ                ３６円/日 

・サービス提供体制強化加算 Ⅰ（介護福祉士８割以上）   ２２円/日 

       〃         Ⅱ（介護福祉士６割以上）   １８円/日 

〃         Ⅲ               ６円/日 

・看護体制加算 Ⅰロ                        ４円/日 

・看護体制加算 Ⅱロ                           ８円/日 

・個別機能訓練加算 Ⅰ                   １２円/日 

・精神科医療養指導加算                    ５円/日 

・障害者生活支援体制加算Ⅰ                 ２６円/日 

・夜勤職員配置加算 Ⅰロ                  １３円/日 

・身体拘束廃止未実施減算             基本報酬の１０％▲ 

・高齢者虐待防止未実施減算            基本報酬の１％▲ 

・業務継続計画未策定減算             基本報酬の３％▲ 

・療養食加算               ６円/回（個別、1日に３回） 

・特別通院送迎加算                   ５９４円/月 

・再入所時栄養連携加算                 ２００円/回 

・配置医師緊急対応加算      早朝６５０円/回、深夜１,３００円/回 

・排泄支援加算 Ⅰ                             １０円/月 

・褥瘡マネジメント加算                   ３円/月 

・若年性認知症入所受入加算             １２０円（個別） 
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・退所前訪問相談援助加算 (1)（入所中１～２回）  ４６０円/回（個別） 

・退所後訪問相談援助加算 (2)（退所後１回程度）  ４６０円/回（個別） 

・退所時相談援助加算 (3)         ４００円/回（個別、１回限り） 

・退所時栄養情報連携加算           ７０円/回（個別、月１回限り） 

・退所前連携加算 (4)           ５００円/回（個別、１回限り） 

・協力医療機関連携加算 １              １００円/月 

・看取り介護加算 Ⅰ１（死亡日以前 31日以上 45日以下） ７２円/日（個別） 

・看取り介護加算 Ⅰ２（死亡日以前４日以上 30日以下）  １４４円/日（個別） 

・看取り介護加算 Ⅰ３（死亡日以前２日又は３日）   ６８０円/日（個別） 

・看取り介護加算 Ⅰ４（死亡日）          １,２８０円 （個別）  

・在宅復帰支援機能加算                １０円 (個別)  

・在宅入所相互利用加算                ４０円（個別） 

・入院または居宅における外泊時費用     ２４６円＋居住費（個別） 

入所者が、入院または外泊をされた場合の利用料金は、 

１日当たり２，４６０円（自己負担 ２６４円）+居住費を、入院は 1 ヶ月

のうち６日間、外泊は６日間を限度としてお支払いいただきます。 

なお、６日を超えて外泊され、入所者契約ベッドとしてベッド確保してい

る場合、７日目以降、居住費９１５円/日をお支払いいただきます。 

・初期加算（入所日から 30日以内）                 ３０円（個別） 

新規入所した日から、30 日以内の期間（入院、外泊期間を除く）及び      

30 日を超えて病院へ入院し、退院後再び入所となった日から 30 日以内の期

間 については、初期加算の対象となりますので、料金：１日あたり３００円  

（自己負担 ３０円）をお支払いいただきます。 

・口腔衛生管理体制加算 Ⅰ                  ９０円（月に 1回） 

・生活機能向上連携加算 Ⅱ2              １００円/月 

・ＡＤＬ等維持加算 Ⅰ                  ３０円/月 

・栄養ケアマネジメント強化加算              １１円/日 

・経口移行加算                    ２８円/日 

・経口維持加算 Ⅰ                  ４００円/月 

・認知症専門ケア加算 Ⅰ                 ３円/日 

・認知症チームケア推進加算 Ⅰ           １５０円/月 

・自立支援促進加算                  ２８０円/月 

・科学的介護推進体制加算 Ⅰ               ４０円/月 

・安全対策体制加算            ２０円/月（新入所者１回限り) 

・高齢者等感染対策向上加算 Ⅰ            １０円/月 

・新興感染症等施設療養費              ２４０円/日 

・生産性向上推進体制加算 Ⅰ            １００円/月 

・介護職員等処遇改善加算  Ⅰ     所定単位数×１４０/１０００（１ヶ月） 
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（３）その他の費用（自己負担） 

・食 費    １,４４５円/日（負担軽減制度あり） 

・居住費      ９１５円/日（負担軽減制度あり） 

   ・個別的日用品費      日常生活において個々に必要な物品 

   ・行政手続き代行費     各種文書発行料 

   ・複写費用（コピー）    １枚 １０円 

   ・施設立替金サービス    無料 

施設立替金サービスは、お薬代、床屋代、個別的日用品費の購入等を施設で

立替払いし、利用料金と一緒に請求させていただきます。 

 

５ 利用料金等のお支払方法 

 毎月、２０日までに前月分の請求を致しますので、次の方法でお支払い下さい。 

 

（１）口座振替による支払い（ただし、口座振替手数料はお客様の負担になります。） 

    振替業者    千葉銀行集金代行サービス 

    口座振替日   サービス月の翌々月５日  

        ＊一部取り扱えない金融機関がありますので、担当者にご確認ください。 

 

（２）口座振込による支払い（ただし、振込手数料はお客様の負担になります。） 

    振込先口座    千葉銀行館山支店（店番号２２４） 

               普通預金口座   （口座番号３３０７３２２） 

            口座名義      社会福祉法人 館山老人ホーム 

                          館山特別養護老人ホーム 

                           施設長  小澤 一典 

＊月末までに支払いをお願いします 

 

（３）現金による支払い 

    窓口（事務所）へ直接お支払い下さい. 

＊月末までに支払いをお願いします 

 

６ サービス利用に当たっての留意事項 

（１）面会時間、面会方法 

  面会時間は、9：00～17：00です。 

時間外にご希望ある場合はご相談ください。 

   来訪される場合、食中毒予防の為、生の食品等の持ち込みはご遠慮ください。 

    ＊面会前に入所者の状態確認の為、施設まで連絡をお願いします 

     面会時には「面会カード」の記入をお願いします。 

    ＊オンライン面会 14：00～16：00 （毎日）１回 10分位になります。 

     LINE面会：ご自宅から、あらかじめ登録をしていただいての面会です。 
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     ZOOM面会：施設に来所いただき、所定の面会場所から施設の端末を利用し 

ての面会です。 

        

（２）消灯時間   基本 21：00とします。 

 

（３）外出・外泊 

   外出や外泊を希望される際は、あらかじめ生活相談員までお申し出ください。 

   その際は「外出・外泊届」に必要事項の記入をお願いします。 

   入所者の体調によりお断りする場合もございますので、その際は了承ください。 

 

（４）設備・備品の利用 

   使用法に従ってご利用いただきます。これによらない利用により破損等が生じ

た場合、弁償していただく場合があります。 

 

（５）所持品・金銭・貴重品の持ち込み、管理 

  衣類等持込される場合は、名前をご記入の上、必要最低限での持ち込みをお願い

します。 

      ＊使い慣れた車いす、歩行補助機の使用は、あらかじめご相談ください。 

   ＊貴重品は、原則自己管理していただきます。防犯上、高額な貴重品の持ち込み

はご遠慮ください。 

 

（６）ペットの持込 

   衛生管理上、原則禁止とします。 

    

（７）営利行為、宗教・政治活動等 

営利行為、宗教・政治活動の他、他の利用者やその家族等に迷惑が及ぶ行為・活

動は、一切禁止とします。 

 

７ 非常災害対策 

  施設では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に

関係機関と連携を密にし、防災計画を作成して年３回以上入所者及び職員等の訓練、

年 1回周辺住民との合同訓練を行います。 

また、災害時に備え事業継続計画を作成し、設備の状況、備蓄品の確認等を定期的

に行います。 

 

８ 感染症対策 

  毎年 11月～３月にはインフルエンザ・ノロウイルスなど季節性の感染症が、また

新型コロナウイルス感染症は通年にわたって流行しています。当施設では、感染症

対策委員会を中心に予防やまん延防止には細心の注意を払っています。 
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感染流行時等には、感染予防対策として入所時健康確認の徹底や面会等の制限を

させていただくことがあります。ＬＩＮＥ、ＺＯＯＭを用いたオンライン面会も行っ

ていますのでご活用下さい。 

 

９ 緊急時の対応 

サービス提供時に入所者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主

治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

10 事故発生時の対応 

（１）事故防止策・事故発生時の対応 

当施設では、事故を未然に防止するために事故防止に関する指針（マニュアル）

を整備しています。また、事故発生防止の為の委員会を開催（適宜）し、職員に関

する研修を定期的に行っています。 

万一、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合又それに至る 

危険性がある事態が生じた場合は、速やかに適切な処置を図るとともに、マニュア

ルに従い適切な対応を図ります。 

なお、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入

所者の家族、市町村に連絡します。 

 

（２）損害賠償、再発防止策 

   当施設では、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は損害賠償を速やかに行います。 

   再発防止策として、マニュアルに従い、事故に至った経緯や内容等を分析し、委

員会で、再発防止に努められるよう対応を図ります。 

 

（３）入所時のリスクについて 

当施設では、入所者が快適な生活が送れますように、原則、身体拘束をしないこ

と、自立した生活を妨げないこと等に配慮しながら安全な環境づくりに努めていま

すが、入所者の自立した行動、心身の状況や病気などが原因により、危険（転倒・

転落等）を伴う可能性があることを十分にご理解ください。 

詳細内容については【重要事項説明書付属書類】で説明します。 

 

11 守秘義務に関する対策 

施設及び職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約の内 

容としています。 

12 虐待防止対策 

  当施設は、入所者の人権擁護・虐待防止等の為に必要な措置を講じます。 

  ・虐待防止対策委員会を設置し、虐待の有無、改善対策の検討、職員に対して人権

擁護虐待防止を啓発・普及するための研修をおこないます。 
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  ・成年後見の利用を支援します。 

  ・サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けた思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町

村等に通報します。 

 

13 身体拘束の禁止 

原則として、当施設では身体拘束を禁止しています。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前に入所

者及びその家族へ十分な説明を行い同意を得るととともに、その態様及び時間、その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

当施設では、「身体拘束廃止委員会」を設置して３ヶ月に１度開催し、身体拘束等

の実施の有無、経過報告、改善策等を検討、決定しています。 

 

14 介護職員による痰の吸引・経管栄養の実施について 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、登録特定喀痰吸引事業者として、

介護福祉士及び研修や実地研修を修了し認定された介護職員が、嘱託医や看護職員

との連携のもとに痰の吸引等を実施しています。 

  

15 苦情相談窓口 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

・ご利用相談室 窓口担当者 ：石井 俊次  責任者 ：小澤 一典 

・ご利用時間 各 日   ： 9時 00分～18時 00分 

   ・ご利用方法 電話番号   ： ０４７０－２３－４８３１ 

 

（２）公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

   ・館山市高齢者福祉課介護保険係 

    住  所 ： 千葉県館山市北条１１４５－１ 

    電話番号 ： ０４７０－２２－３４８７ 

    受付時間 ： 8時 30分～17時 00 分（土日、祝日を除く） 

   ・千葉県国民健康保険団体連合会介護保険課 

    住  所 ： 千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

    電話番号 ： ０４３－２５４－７４２８ 

    受付時間 ： 8時 30分～17時 00 分（土日、祝日を除く） 

 

 

（３）苦情処理第三者委員 

   氏 名 ： 福田 光雄    電話：２３－３４６２ 

   氏 名 ： 小谷 登志江   電話：２８－０７２３ 

   公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 
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16 協力医療機関等 

  施設は、次の医療機関や歯科センターに協力いただき、入所者の状態が急変した場

合には、速やかに対応をお願いできる体制をとっています。 

   

・協力医療機関   

    医療法人 徳洲会 館山病院 

    千葉県館山市北条 520番地 1 

   電話番号 ０４７０－２２－１１２２ 

    ・協力医療機関 

   医療法人社団 慶勝会  赤門整形外科内科 

   千葉県館山市沼 1619番地 

   電話番号 ０４７０－２２－０００８ 

  ・協力歯科医療機関 

    亀田ファミリークリニック館山 館山歯科センター 

    千葉県館山市正木４３０４番地９ 

電話番号 ０４７０－２０－５５１７ 

  

＊緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「申立書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

17 損害賠償について 

当施設において、施設の責任により入所者に生じた損害については、施設は速やか

にその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、入所者に故意又は過失が認められた場合で、入所者

の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設

の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

18 福祉サービス第三者評価について 

  当施設において、福祉サービス第三者評価は実施していません。 
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令和   年   月   日 

 

介護老人福祉施設サービスの開始に当たり、入所者に対して契約書及び本書面

に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

 

<施 設> 

所 在 地   千葉県館山市湊 373番地 

施 設 名   館山特別養護老人ホーム 

指定番号 １２７１００００６７ 

 

代表者名   理 事 長    近 藤  好 雄   印 

 

 

 

説明者名   生活相談員                        印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、施設から介護老人福祉施設サービスについて

重要事項説明を受け、同意しました。 

   

 

<入所者> 

 

 住  所                                

     

 氏  名                   印 

 

<代理人> 

 

 住  所                                

 

 氏  名                   印 （続柄       ） 

 


